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市公式キャラクター 

『エーナ』 

 

 

 

報 道 機 関  各位 

 

恵那市人が輝く職場づくりプラン（人事施策に関する 

各種計画）の策定について 

 

市では、すべての職員が安心して働き、活躍できる職場環境を整備するため、

各種計画を策定し、取り組みを進めてまいりました。 

 各種計画が令和７年度で終了することから、今日までの取り組みと現状を踏

まえ、新たに「恵那市人が輝く職場づくりプラン（人事施策に関する各種計

画）」を策定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．計画策定の経過 

（１）恵那市人事施策に関する計画策定ワーキングチーム会議 

 令和７年 12 月 19 日、令和８年１月 27 日、２月 26 日 

（２）恵那市人事施策に関する計画策定本部会議 

令和８年２月２日、３月２日 

（３）職員アンケート 

令和８年１月６日～14 日 

  ・職員（630 人中 436 人が回答（回答率 69.2％）） 

 

２．計画  

『恵那市人が輝く職場づくりプラン』のとおり 

  市ウェブサイトをご参照ください。       

 

３．計画のポイント 

 ・従来別々に策定していた各種計画を１つの計画書としてまとめ、人事施策 

を総合的に整理し、一体的に進めます。 

・人口減少や専門人材不足に対応し、組織として質の高い人材を安定的に確

保・育成する体制を強化します。 

所 管 総務部総務課 

担 当 佐古 問い合わせ 0573-26-6801
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『エーナ』 

・働きやすさの向上と研修・キャリア支援の充実を通じ、安心して働き続 

けられ、成長と働きがいを実感できる職場環境を整えます。 

・多様な職員が活躍できる環境整備とＤＸ人材育成を進め、行政の変化に 

対応できる柔軟で持続的な組織を構築します。 

 

４．計画期間 

 令和８年度～令和 11 年度（４年間） 
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報 道 機 関  各位 

 

恵那市ＤＸ推進計画（第３期恵那市ＩＣＴ活用推進計    

画）の策定について 
 

 令和４年３月策定の「第２期恵那市ＩＣＴ活用推進計画」は、令和７年度で計

画期間が満了するため、新たに「恵那市ＤＸ推進計画（第３期恵那市ＩＣＴ活用

推進計画）」を策定しましたのでお知らせします。 

 

               記 

 

１．計画策定の経過  

 （１）恵那市ＩＣＴ活用推進委員会（委員９人、４回開催） 

 （２）恵那市ＩＣＴ活用推進部会（委員 16 人、５回開催） 

 （３）ワーキンググループ（委員 16 人、３回開催） 

 （４）市民意識調査（８月６日～８月 22 日） 

 （５）各課ヒアリング（８月 20 日～９月３日） 

（６）視覚・聴覚障がい者団体ヒアリング（10 月 24 日） 

 （７）パブリックコメント 

・募集期間 １月 26 日～２月 25 日 

・意見   1 人１件 

 

２．計画 

別資料「恵那市ＤＸ推進計画（第３期恵那市ＩＣＴ活用推進計画）」のとおり 

 

３．計画のポイント 

（１）計画名称の変更  

   国の推進計画に併せ、「ＩＣＴ活用推進計画」から「ＤＸ推進計画」へ変

更し、暮らしや仕事の仕組みにおける包括的なデジタル変革を促します。 

 

 

所 管 まちづくり企画部情報政策課 

担 当 鈴木  問い合わせ 0573-26-6809 
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 （２）基本理念 

   「人を大切にするＤＸで、暮らしをもっと便利に安心に」と定め、人の想

いや価値を尊重し、人の幸せを中心にＤＸを考えます。 

 （３）３つの基本方針 

   基本理念の達成に向けて「市民サービスを便利にするＤＸ」「市役所の仕

事を効率化するＤＸ」「地域の暮らしと経済を豊かにするＤＸ」の方針のも

とで、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多様な幸せ

が実現できる社会を目指します。 

 

４．計画期間 

 令和８年度～令和 11 年度（４年間） 
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報 道 機 関  各位 

 

   恵那市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定につ 

いて 
 

 恵那市新型インフルエンザ等対策行動計画は、新型インフルエンザ等対策特

別措置法（平成 24 年法律第 31 号）に基づき、平成 26 年５月に策定しました。 

 今般、新型コロナウイルス感染症対応や関係法令の改正などを踏まえ、新型イ

ンフルエンザ等対策政府行動計画および岐阜県新型インフルエンザ等対策行動

計画が抜本的に改定されたことから、整合性をとるために計画の改定を行いま

したのでお知らせします。 

 

記 

 

１．計画改定の経過 

 （１）学識経験者へ意見聴取 

・恵那保健所（11 月） 

・恵那医師会（11 月） 

（２）協議会にて意見聴取 

・恵那市健康づくり推進協議会（委員 12 人）（11 月） 

 （３）パブリックコメント 

・募集期間 令和８年１月 26 日～令和８年２月 16 日 

・意見   １人６件 

 

２．計画 

別資料「恵那市新型インフルエンザ等対策行動計画」および「恵那市新型イ 

ンフルエンザ等対策行動計画【概要版】」のとおり 

 

 

 

 

所 管 医療福祉部健幸推進課 

担 当 足立  問い合わせ 0573-26-6821
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３．計画のポイント 

 ・平時の準備（準備期）の取り組みを充実 

・対象疾患について、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外 

の呼吸器感染症も念頭に、幅広く対応できるよう、対策項目を準備期、初 

動期、対応期に分けて整理 

 ・対策項目を６項目から７項目に拡充 

 ・対策の実効性を向上させるため、横断的な視点（人材育成、国・県・関係 

団体などとの連携・協力、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション） 

の推進）を設定し、各対策項目の取り組みを強化 
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報 道 機 関  各位 

 

第３次恵那市産業振興ビジョンの策定について 

 

 市では、令和４年に「第２次恵那市産業振興ビジョン」を策定し、令和７年度

まで地域産業の強化に取り組んできました。しかし、人口減少や人手不足、ＧＸ、

技術革新、国の政策転換など、産業を取り巻く環境は大きく変化しており、こう

した課題に対応し、持続的な産業成長を図るため、新たに「第３次恵那市産業振

興ビジョン」を策定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．計画策定の経過 

（１）恵那市産業振興ビジョン戦略策定部会（委員 11 人、３回開催）  

（２）恵那市産業振興ビジョン戦略実施部会（委員８人、２回開催）  

（３）恵那市産業振興会議（委員 10 人、３回開催）  

（４）産業振興ビジョン策定基礎資料アンケート     

恵那市内事業者向けアンケート（回答 101 社）     

恵那市・中津川市高校生アンケート（回答 777 名）  

（５）パブリックコメント     

・募集期間 令和８年２月５日～３月６日 

・意見   1 人６件 

 

２．計画 

 「第３次恵那市産業振興ビジョン」のとおり 

 市ウェブサイトをご参照ください。 

 

３．計画のポイント 

（１）目指す姿 

  「稼ぐ力の強い、持続する地域産業の形成」  

所 管 商工観光部商工課 

担 当 横田  問い合わせ 0573-26-6829 
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（２）４つの基本方針    

目指すべき姿の達成に向け、「挑戦を後押しする環境の整備」「持続可能 

で強靭な中小企業の支援」「人が集まり活躍できる地域づくり」「地域資源 

を生かした独自価値の強化と発信」の４点を基本方針として産業振興のた 

めの施策を推進します。 

 

４．計画期間 

 令和８年度～令和 11 年度（４年間） 

 

５．今後の予定 

  本ビジョンに基づき、恵那市産業振興会議で進行管理を行い、取り組みを

推進します。 



市公式キャラクター 
『エーナ』 
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報 道 機 関  各位 

 

   第２次恵那市観光ビジョンの策定について 
 

市では、令和２年に「恵那市観光ビジョン」を策定し、これに基づき令和７

年度までの６年間、観光施策を推進してきました。 

本年度で現行計画の期間が終了することから、これまでの成果と課題を検証

し、今後の観光の方向性を共有するため、新たに「第２次恵那市観光ビジョン」

を策定しましたので、お知らせします。 

本計画では、地域資源を活かした滞在型観光の推進や観光消費の拡大を図り、

持続可能な観光地づくりを進めることとしています。 

 

記 

 

１．計画策定の経過 

（１）恵那市観光ビジョン推進委員会（委員９人） 

  第１回（令和７年８月 18 日） 

  第２回（令和７年 10 月 17 日） 

  第３回（令和７年 12 月 25 日） 

（２）恵那市産業振興会議（委員 10 人） 

  第１回（令和７年 10 月 14 日） 

  第２回（令和８年１月 20 日） 

  第３回（令和８年３月 19 日） 

（３）パブリックコメント 

・募集期間 令和８年２月５日～３月６日 

  ・意見   なし 

 

２．計画 

 別資料「第２次恵那市観光ビジョン概要版」のとおり 

 

 

 

所 管 商工観光部観光交流課 

担 当 伊藤  問い合わせ 0573-26-6830 



市公式キャラクター 
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３．計画のポイント 

 （１）基本理念 

   「恵那の誇りと個性を磨き、地域交流を促進し、持続可能な観光地とし

て稼ぐ力を高める」と定め、地域の誇りと個性を活かした、稼ぐ力のある

持続可能な観光地を目指します。 

 （２）３つの基本的な考え方 

   基本理念の達成に向け、「世界に選ばれる恵那」「自然・歴史・文化・

食を融合した滞在型観光地」「観光を通じて地域の誇りを育み、人材が活

躍できるまち」の３点を基本的な考え方として観光施策を推進します。 

 

４．計画の期間 

 令和８年度～令和 11 年度（４年間） 

 

５．今後の予定 

  本ビジョンに基づき、恵那市観光ビジョン推進委員会において適宜進行管

理を行い、取組を推進します。 
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報 道 機 関  各位 

 

第３次恵那市環境基本計画の策定について 

 

 平成 27 年度に策定し、令和３年度に中間見直しを行い、改定した「第２次恵

那市環境基本計画【後期】」について、令和７年度で計画の最終年度を迎えるこ

とから、その成果の検証と課題を整理し、新たに第３次恵那市環境基本計画を策

定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．計画策定の経過 

（１）恵那市環境審議会（委員 12 人） 

 ・令和７年 12 月 23 日、令和８年３月３日 

（２）パブリックコメント 

 ・令和８年１月 23 日～２月 15 日  

・意見 1 人２件 

（３）策定報告 

 恵那市環境審議会長より策定の答申 

 

２．計画  

「第３次恵那市環境基本計画」のとおり 

 市ウェブサイトをご参照ください。     

 

３．計画のポイント 

 （１）基本理念・将来像 

  「自然とともに ひととまちが輝く 活力あふれる恵那」 

   ～青と緑と太陽と土を生かし、持続可能なまちを創る～ 

 （２）基本方針 

  「第３次恵那市総合計画」の将来像を環境面から支える計画とし、現計画 

所 管 恵那市水道環境部環境課 

担 当 後藤  問い合わせ 0573-26-6847 
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の施策体系を継承するとともに「恵那市地球温暖化対策実行計画【区域施 

策編】」との整合を図りながら、施策を展開します。 

 

４．計画期間 

 令和８年度～令和 11 年度（４年間） 

 

５．計画の推進体制及び評価など 

 （１）推進体制 

  市民、地域、事業者等の各主体は、本計画の基本理念・将来像、基本目標

等を踏まえ、主体的に環境施策を展開できるよう協働して進めます。 

 （２）検証と評価 

  「恵那市環境審議会」において、総合的・包括的な視点での計画の進行 

管理を行い、点検・評価することとします。また、その結果を「恵那市の 

環境」にとりまとめ、市ウェブサイトなどで公表します。 

 

６．周知方法 

 計画書を市ウェブサイトで公開するとともに、市情報公開コーナー、各振興 

事務所に計画書を配備します。また、関係機関に計画書を配布するなどして 

本計画の周知を行います。 
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報 道 機 関  各位 

 

地域の資源循環促進支援事業（ＣＥ診断・ビジョン作 

成）の成果について 

 

 恵那市では、環境省による「地域の資源循環促進支援事業（令和７年度）」に

採択され、循環経済（サーキュラーエコノミー：CE）への移行に向け、国の伴走

支援を受けながら、ビジョンの作成に取り組んできました。 

このたび、古紙のリサイクルによる循環モデルのビジョンを取りまとめたこ

とから、市内事業者と連携して事業を推進していくこととしたので、広く周知い

ただきますようお願いします。 

 

記 

 

１．経過 

 令和７年 ８月 環境省によるオンライン研修への参加 

      ９月 環境省によるヒアリング（アンケート方式） 

     10 月 診断レポートに係る意見交換（環境省、専門家、市職員） 

     11 月 環境省による集合研修（市職員参加） 

 令和８年 ２月 恵那商工会議所紙業部会への説明及び理解、ビジョン（案） 

作成（専門家伴走支援） 

      ３月 環境省による情報共有会、本市ビジョン決定 

 

２．内容 

別資料「地域の資源循環促進支援事業によるＣＥ診断・ビジョン」のとおり 

 

３．ポイント 

 （１）基本理念・将来像 

古紙を地域資源として活用するため、市民が参加しやすい回収体制を整 

備し、市内で古紙が継続的に循環する仕組みをつくります。これにより、 

環境負荷の低減と地域内経済循環の促進を図ります。 

所 管 恵那市水道環境部環境課 

担 当 大島  問い合わせ 0573-26-6847 
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 （２）基本方針 

  古紙の可燃ごみへの混入などの課題を改善するため、回収方法の拡充など 

を進めます。また、市民や事業者が利用しやすい再生紙商品の開発を行い 

利用拡大を促進することで、地域内での利活用の場を広げ、古紙が継続的 

に循環する仕組みを強化します。 

 

４．推進体制 

 事業主体である恵那商工会議所を中心に、同所紙業部会、古紙回収事業者、 

紙加工事業者、恵那市 SDGs 推進協議会、恵那市環境対策協議会及び市関係 

部署が連携してワーキンググループを組成し、緊密に連携して事業を推進し 

ます。 

 

５．想定効果 

 ①環境効果：古紙の再生利用による可燃ごみの削減とリサイクル率の向上 

 ②社会効果：紙の地産地消による市民の環境意識の向上 

 ③経済効果：古紙の地元活用による処理・配送コストの削減及び地域内経済 

       循環の促進 

 

６．今後について 

 事業推進の初年度となる令和８年度は、事業のＰＲ効果が高い「名刺」の商 

品開発に向けた検討を進めます。 

【スケジュール】 

令和８年４月～ 試作・品評評価 

    ７月～ 啓発・切替 

    10 月～ 検証 



SDG
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ENA PAPER LOOP

CO2
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報 道 機 関  各位 

 

第２次恵那市教育大綱と恵那市教育振興基本計画の策 

定について 
 

「恵那市教育大綱」と「恵那市教育振興基本計画」が、令和７年度をもって最

終年度を迎えることから、令和７年４月 23 日の第１回恵那市教育振興基本計画

策定委員会の開催を皮切りに、第２次教育大綱と教育振興基本計画の策定を進

めてまいりました。 

このたび、新たに第２次教育大綱と教育振興基本計画を策定しましたので、お

知らせします。 

 

記 

 

１．計画策定の経過 

（１）恵那市教育振興基本計画策定委員会（委員 10 人、４回開催） 

 （２）恵那市教育振興基本計画作業部会（部会員９人、５回開催） 

 （３）恵那市総合教育会議（１回開催） 

 （４）パブリックコメント 

  ・募集期間 令和７年 11 月 20 日～12 月 19 日 

  ・意見   ２人６件（市公式ウェブサイトに掲載） 

 

２．計画 

 「第２次恵那市教育大綱 恵那市教育振興基本計画（第２次ふるさと・ 

ひとそだて 恵那プラン）」 

市ウェブサイトをご参照ください。  

 

３．計画のポイント 

 （１）基本理念 

   「ふるさとを愛し、学び続ける人を育てる 恵那の教育」 

 

所 管 教育委員会事務局教育総務課 

担 当 志津  問い合わせ 0573-26-6849
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 （２）基本目標 

  ①自ら学び、社会を生き抜く力を育む（主体性） 

  ②人とのつながりを大切にする、豊かな心を育む（社会性） 

  ③ふるさとを愛し、誇りに思う心を育む（郷土愛） 

 

４．計画期間 

 令和８年度～令和 15 年度（８年間）※施策内容は４年ごとに見直します 

 

５．計画の推進体制 

 関係各課と教育機関などとの連携を一層深め、計画を着実に推進するととも 

に、毎年度、教育委員会において計画に基づく教育施策の点検・評価を実施 

します。 
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報 道 機 関  各位 

第２期恵那市スポーツ推進計画の策定について 

 

 「恵那市スポーツ推進計画」が、令和７年度をもって最終年度を迎えることか

ら、令和７年３月 10 日に開催された令和６年度第２回恵那市スポーツ推進審議

会を皮切りに、計画の策定を進めてまいりました。このたび、新たに第２期スポ

ーツ推進計画を策定しましたので、お知らせします。 

 

記 

 

１．計画策定の経過 

（１）恵那市スポーツ推進審議会（委員 11 人 ４回開催） 

 （２）恵那市スポーツ推進計画策定委員会（委員 18 人 ２回開催） 

 （３）市民アンケート （市内在住 18 歳以上 1,000 人、小学５年生、中学

２年生、３歳～５歳こども園保護者） 

 （４）パブリックコメント 

  ・募集期間 令和７年 12 月 15 日～令和８年１月 14 日 

  ・意見   なし 

 

２．計画 別資料「第２期恵那市スポーツ推進計画」のとおり 

 

３．計画のポイント 

 （１）基本理念   「スポーツで健幸まちづくり恵那」 

 （２）基本方針   「健康づくり」、「子どもの健全育成」、「コミュニテイ

づくり」、「スポーツツーリズム」、「競技力向上」 

 

４．計画期間    令和８年度～令和 11 年度（４年間） 

 

５．計画の推進体制 

関係各課と関係機関などとの連携を一層深め、計画を着実に推進するととも 

に、毎年度、恵那市スポーツ推進審議会において計画に基づくスポーツ施策 

の点検・評価を実施します。 

所 管 恵那市教育委員会事務局スポーツ課 

担 当 足立  問い合わせ 0573-26-6852




